
 

富議第 ３１６ 号 

令和７年９月２９日 

 

 

富士見市長  星 野 光 弘 様 

 

 

富士見市議会議長 勝 山  祥  

 

 

新庁舎のフロアプランにおける意見 

 

  令和７年９月２日の庁舎整備に関する特別委員会において、新庁舎整備室からの説明を

受け、新庁舎のフロアプランについて検討した結果、市民や職員の安全性と利便性の観点

から下記のとおりとすることが望ましいと考え、意見しますので、格別の御高配を賜りま

すようお願い申し上げます。 

 

記 

１ １階から２階への昇降については、エレベーターと階段が予定されているが、階高が

約６．５メートルあることから、次のとおり対応するのが望ましい。 

(１)  誰もが安全かつ円滑に移動できるよう、エレベーターの複数設置又はエスカレー

ターの設置をする。 

(２)  階段を設置する場合は、形状、向き、数など市民や職員が非常時の安全な避難経

路として十分活用できるようにする。 

２ 市民や職員の避難経路の確保のため、２階以上の各階からの外への避難を可能とする

のが望ましい。 

３ １階南側のトイレの防犯対策として、男女それぞれ２方向の出入口の設置又は外側か

ら当該出入口を視認することができるレイアウトとするのが望ましい。 

 

 


